
 

地方独立行政法人天王寺動物園運営費交付金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、地方独立行政法人法（平成 15年法律第 118号。以下「法」という。） 

第 42条の規定に基づき、地方独立行政法人天王寺動物園（以下「法人」という。）に対す

る運営費交付金（以下「交付金」という。）の交付について定めることを目的とする。 

 

（交付金の申請） 

第２条 法人が中期計画及び年度計画を踏まえた交付金の交付申請をしようとするときは、

事業開始日の属する年度の前年度の３月末までに、交付申請書（様式第１号）を市長に提

出しなければならない。 

２ 市長は、必要と認めるときは、法人に対して前項の申請に係る関係資料の提出を求める

ことができる。 

 

（交付金の決定） 

第３条 市長は、前条第１項の申請により、法人の業務の財源に充てるために必要と認める

ときは、予算の範囲内で法人に対する当該事業年度における交付金の総額及び交付時期

ごとの交付金額について決定し、交付決定の通知（様式第２号）を行う。 

 

（請求期日及び交付時期） 

第４条 交付金は、交付する年度において４回に分けて交付するものとし、交付金の請求期

日及び交付時期は次のとおりとする。ただし、緊急を要する場合その他市長が必要と認め

る場合は、この限りでない。 

２ 請求期日が大阪市の休日を定める条例に規定する市の休日にあたるときは、市の休日

の翌日をもって請求期日とする。 

 

請求期日・交付時期 

 請求期日 交付時期 

第１回 交付決定通知後遅滞なく ４月 

第２回 交付時期の前月 20日まで ７月 

第３回 交付時期の前月 20日まで 10月 

第４回 交付時期の前月 20日まで １月 

 

（交付申請金額の変更の申請） 

第５条 法人は、社会情勢の変化や事業内容等の変更により、交付申請金額の変更をしよう

とするときは、変更申請書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 



 

２ 市長は、必要と認めるときは、法人に対して前項の申請に係る関係資料の提出を求める

ことができる。 

 

（交付申請金額の変更の決定） 

第６条 市長は、前条第１項の申請により、変更の必要を認めるときは、第３条の規定によ

る交付決定を変更し、変更の通知（様式第４号）を行う。 

 

（状況報告） 

第７条 市長は、必要があると認める場合は、法人に対して交付金に基づく事業の遂行に関

する報告を求めることができる。 

 

（事業年度終了後の報告） 

第８条 法人は、当該事業年度が終了したときは、交付金に基づく事業の遂行に関して市長

に報告しなければならない。 

２ 交付金の精算については、法第 40条の規定に基づくものとする。 

 

（関係書類の整備） 

第９条 法人は、交付金に係る収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、交付金の交

付された事業年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

（その他） 

第 10条 本要綱に定めのない事項については、市長がこれを定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 法人設立年度については、第２条第１項の規定に関わらず、法人は設立後ただちに交付

申請書を提出しなければならない。 


